［下関市中小企業体質強化特別融資：融資条件その他（２）］

対 象 要 件 確 認 票

	申請者
	

	事業の業種・内容
	



【１】原油等・石油化学製品が売上原価に占める割合
※原油等・石油化学製品・・・原油等は、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及
び石油ガス（液体化したものを含む。）、石油化
学製品は、プラスチック・合成繊維等に由来す
る製品を指す。
　Ａ：最近１か月の売上原価    （　　　　年　　月）　　　　　　　　　　円 
  Ｂ：Ａの売上原価に対する原油・石油化学製品の仕入額　　
                           （　　　　年　　月）　　　　　　　　　　円 
　Ｂ／Ａ×100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　％ 

【２】売上高に占める仕入額の割合の増加率
　Ｃ：最近１か月の仕入額　　　（　　　　年　　月）　　　　　　　　　　円 
　Ｄ：Ｃに対応する前年の仕入額（　　　　年    月）　　　　　　　　　　円 
　Ｅ：最近１か月の売上高　　　（　　　　年    月）　　　　　　　　　　円 
　Ｆ：Ｃに対応する前年の売上高（　　　　年    月）　　　　　　　　　　円 
　Ｇ：（Ｃ／Ｅ － Ｄ／Ｆ）×100　　 　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　
　Ｇ≧10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可　 ・　 否　

[bookmark: _GoBack]　本確認票に記載の内容については、相違ありません。

住所又は所在地
　　　  　事業所名
       　 氏名又は代表者                        　　　　  印
　　　　　（連　絡　先）
